
 
1

平成１６年度第２回国民健康保険運営協議会議事録 

１  招集年月日    平成１７年２月 １日（火） 

２  開催日時     平成１７年２月１５日（火） １４時から 

３  開催場所     北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

総合保健福祉センター「アシスト」２階講堂  ２階   

４  出席者氏名 

（１）運営協議会委員 

ア  被保険者代表委員 

田中  覺、 伊﨑 久、 久保 元子、 久我  文男、  加藤  美佐子 

イ  医療機関代表委員 

合馬  紘、  白石  昌之、  齋藤  一成、  橋本  敏昭、 藤田  賢一郎 

ウ  公益代表委員 

迎  由理男、  松前 眞介、 岡田富広、 神野 義朝 

以上１４名   

（２）事務局職員 

保健医療部長  吉田  一彦     

保険年金課長  藤  常明   主  幹   川久保真之 

健康推進課長 村地 史朗   ほか  

 

５ 一般傍聴者  ９名 

 

 

審議内容（要旨） 

 

（会長） 本日は雨で足元の悪い中、出席いただきましてありがとうございます。私は、この

間福岡県国保運営協議会会長連絡協議会に会長として出席しました。そこで、北九州

市の運協の委員でもある合馬先生に、健康づくり、ということで特別講演をしていた

だきました。その中で、北九州市の取り組みを紹介していただき、出席者に大変感銘

を与えたと思っています。ありがとうございました。国保というのは厳しい状況にご

ざいまして、北九州市も例外ではありません。今日の議題も、その辺を踏まえた議題

になっております。今日は４つの議題で、かなり議論があるものもございます。どう

ぞ実りのある会議にするために、皆様方の積極的なご協力をお願いしたいと思ってい

ます。 

最初に、本日の協議会の会議録署名委員を選出したいと思います。選出にあたって、

特に意見がなければ、こちらから指名させていただきたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

（委員から「異議なし」の声） 
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（会長） それでは、被保険者代表として、加藤委員、医療機関代表として、藤田委員のお

二人に会議録の署名をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

それでは、議題 1 の「平成１７年度国民健康保険料(案)について」を議題としま

す。事務局から説明を受けます。 

 

（事務局）  （運営協議会資料に沿って説明） 

 

（会長） 今の説明に対して、意見、質問がありますか。 

 

（委員） 一人当たり医療分保険料が０．２パーセント増となっていますが、保険料率の平

等割、均等割が２．７％、２．６％増となっています。この差はどういうことなの

でしょうか。 

 

（事務局）ちょっとわかりにくいとは思いますが、一人当たり保険料は一般被保険者の平均

で、０．２パーセント上がるということです。もちろん、平等割、均等割、所得割

全て含んだアップ率です。この６１，９２０円というのは、法定軽減後の数字であ

り、実際の保険料率は、当初に一律に賦課する法定軽減前の保険料となります。し

たがって法定軽減分を足した分だけ、保険料率のアップ率が上がるという結果にな

っています。特に本市は法定軽減の該当者が多く、この法定軽減総額が前年度に比

べて増えた場合、実際の保険料率は、平均のアップ率よりも上がり、法定軽減が例

年より減れば逆に下がっていくことになります。  

 

（委員） 資料に収納率のデータが出ていますが、国保の運営にとって、保険料を納めてい

ただくことは大前提、大原則で非常に大事なことです。これが平成１２年度ぐらい

からずっと下降気味であり、この理由はどこにあるのでしょうか。 

 

（事務局） 収納率が低下した一番大きな要因ですが、近年、景気が悪く経済が低迷しており、

会社の倒産やリストラによって、社会保険から多数の人が国保に加入しています。

その方々の保険料は非常に高い方のレベルの保険料ですが、失業で収入が少なく払

える状況にない、というケースが多くあるなど、国保の収納環境が非常に悪くなっ

ている状況がここ数年続いています。 

もう一つは、一般分の医療分保険料は過去据え置いてきましたが、介護分の保険

料が毎年、上がっており、トータルで保険料が上がったという状況が続いています。 

以上の２点が大きな要因であると考えています。 

 

（委員）   国保料を納めない人の対策として、財産の差し押さえを行っているのでしょうか。 

 

（事務局）本市の場合、従来から資格証明書を発行しており、差押えについてはあまり積極

的に取り組んでいなかったという状況でした。しかし、資料の中にもありましたと

おり、収納率の低迷が続いていますので、平成１５年度から全区で集中的に滞納処
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分に取り組んでいます。１６年度は２年目です。実際に差し押さえた件数は、１５

年度が２件、１６年度は今現在継続中ですが、今のところ２件となっています。い

ずれも銀行預金を差押えたものです。 

 

（委員）  資格証明の発行件数は。また、他市に比べるとどうでじょうか。 

 

（事務局）資格証明書の交付件数ですが、１月末現在の数字で前年度と比較して、平成１

５年が２,５４５件、平成１６年は３,７２３件と増えています。ただし、政令市

の中で見ますと、北九州市はそんなに多いほうではなく、昨年の１１月のデータ

では、政令市中、交付件数は７位と、大体中順位ぐらいとなっています。 

 

（委員）  保険料を徴収することは、大変大事なことで、区役所の第一線で非常にご苦労

されていると耳にします。ただ、こういった景気が冷え込んだ時代ですから、保

険料を支払わないという方にも、ケースバイケースで事情があろうかと思うわけ

です。私が申し上げたいのは、本当に困っている方、こういう場合には減免や免

除という方法もあると思いますし、医療扶助ということもあるかと思いますが、

困っている方には、みんなが助け合って、余裕のある方が困っている方を助けて

いくという相互扶助の精神にのっとれば、できるだけ温かい気持ちで接していた

だきたいと思います。支払能力があって余裕があるのに払わないという方には、

一つ厳しくと言いますか、努力して徴収していただくというようなことを要望し

ておきます。 

 

（会長）  収納率を見ると非常に厳しい状況になりつつあるということは事実です。これ

が、さらに低下していくと国保制度そのものが形骸化し、健全な国保運営が非常

に懸念されるわけです。ただ、保険料を本当に払えない人には配慮等が必要と思

われます。一方でその負担をどこに求めるかは難しいことと思われます。他に何

かご意見、質問はありませんか。なければ議題の１について、承認することにご

異議ありませんか。 

 

（委員から「異議なし」） 

 

承認されました。次に議題２の「国民健康保険高額療養資金貸付制度の見直し 

について」を議題にします。事務局どうぞ。 

 

（運営協議会資料に沿って説明） 

 

（会長）  一時的な被保険者の負担を軽減するための改正ということですが、これにとも

なう個人情報の保護についてどう考えているのでしょうか。 

 

（事務局）ここでは、市民税が非課税であることが個人情報になります。そこで、非課税 
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世帯であることを医療機関等に知られたくない方に配慮して、区の窓口で本人の

意思により一般貸付、非課税世帯に対する貸付、を選択できるようにします。 

 

（会長）   この見直し案について、特になければ承認ということで、よろしいでしょうか。 

  

（委員から「異議なし」） 

 

承認されました。次に議題３の、「平成１７年度北九州市国民健康保険「安定化

計画」について」を議題といたします。事務局より報告を求めます。 

 

（運営協議会資料に沿って説明） 

（関連して健康づくり事業について、引き続き事務局説明） 

  

（会長）  安定化計画と、その中で重要な意味を持つ健康づくりの市の取り組みについて

説明がありました。何か質問はありますか。 

 

（委員）  本市の安定化計画の中での健康づくり、という大きな施策が位置付けられると

いうことで期待しています。質問というよりも一応指摘だけさせていただきたい

と思います。    

健康づくりから、文字通り介護予防という流れの中で、今後はこのような健

康づくり施策、それから国保の事業、さらに介護保険事業、ともに市が保険者

ですが、それだけに総合的な施策が、やはり必要であると思います。問題は、

これだけの事業を展開するためには、それだけの財源が必要である、というこ

とだと思います。  

例えば、介護予防という意味では、現在、介護保険の見直しの中で、介護給

付が６００億円とすれば、その３％、１８億円が介護予防事業に使われるとい

う声を聞いていますが、そういう財源と、色々な健康づくりの施策と、ぜひ整

合性をつけて事業を行っていただきたいと思います。またご承知のように、三

位一体改革で国の補助から交付金化するということで、本市のこういった施策

に主体性が発揮できるのか、と思いますので、少なくとも、三位一体改革で事

業が後退はしないと思いますけれど、さらなる充実という中での、総合的な施

策を期待したいと思います。結論として、これだけのすばらしい事業を展開す

るには、それだけの予算の裏づけが必要であるということと、健康づくりから

医療、介護に至る総合的な、横断的な施策を期待いたしたい、と指摘させてい

ただきます。 

 

（会長）   事務局いかがでしょうか。 

 

（事務局） 委員からご指摘いただいたとおりでして、我々としても特に健康づくり、介

護保険、それから国保一体となった施策を、やっていきたいと思っています。
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それから財源的には､ご承知と思いますが、非常に厳しい状況が続いております。

不要な物は削り、必要な物は付けると、こういう大原則がありますので、健康

づくりにつきましては、充実の方向でがんばりたいと思っています。 

 

（会長） すぐに成果が出るということにはならないと思いますが、取り組みが実質的な

ものになっていけばと期待しています。それから、健康推進員を４００名ぐらい

選ぶそうですが、どのような方々を選ぶのですか。 

  

（事務局） 地域で健康づくりに積極的に活動していただける方ということで、各校区まち 

づくり協議会の会長から推薦をいただいて、必要な研修を受けていただき、地域

で活動してもらうようにしています。 

 

（委員） 研修があるのですか。 

  

（事務局）３０時間でしたか、アシスト（総合保健福祉センター）で研修をしています。

大体６日ぐらいに分けて、実施しています。 

  

（委員） 数年前に、運協の委員として北陸に都市視察に行ったときに、ご承知のとおり

温泉郷の多いところで、温泉のホールが豊富な地域であったわけですが、その温

泉をいわゆる疾病予防のためにということで、計画的に利用し、健康づくりに貢

献しているといったデータをずっと出していました。疾病予防の効果を数字で具

体的に説明してもらいました。本市にも、温泉施設が色々とできていますので、

健康づくりのために、ということで割引券でも出せればいいのではないかと思い

ます。これは思いつきですので、お答えは結構です。 

 

（委員） 健康推進員の話がでました。私は若松区の修多羅校区ですが、推進員をしてく 

れないか、ということから、今年推進員の講義を半分ほど受けています。とても

すばらしいです。残念ながら、小倉北区の方はたくさん受講していますが、若松

区は少ないと思いました。まずこの推進員を自分達で希望して、市民センターに

相談し、センターから推薦していただいたのですが、自分のためになるというこ

とを実感しました。だから、これをもっと広げていったらいいのではないかと。      

それから推進員が、これからまちづくりの、健康づくりのための色々プログラム

を作っていこうと決心するわけですけれど、ただ残念なことは、各組織全体的に

そうだと思いますが、参加する人が決まっています。組織を広げる方法、こうす

ればみんな出てくるよ、というのがあれば教えていただきたいと思います。例え

ば、今「あるきｉｎｇ」をやっています。それから３月２７日には、小さい子ど

も、０歳～３歳までのちびっこ運動会というのを計画しており、今ちょうど実行

委員会が立ち上がっていますが、大体参加するメンバーが決まっています。 

 

（事務局） 委員ご指摘の件、本当に大切と言いますか、私達も頭を悩ましているところで
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す。実は、今回「１００万市民健康づくり」という取り組みをしようとしても、

やはり、なかなか多くの方に参加いただけないという状況があります。皆さんに

いかに健康づくりに取り組んでもらうか、そのようなことから考えると、一つは

その起爆剤として「ウォーキング」というのが、やはり身近に取り組めるという

ことです。 こういったものを通じて多くの方に参加をいただこうと。それから

もう一つ、健康づくりになかなか参加いただけないのは、３０代、４０代、５０

代です。このあたりの層をどうするのか、いわゆる企業との連携が必要というこ

とで、企業にも働きかける、ということも考えていきたいと思っています。 

それから、子どもを通じた取り組みも一つのキーワードと言いますか、ポイン

トである思っています。子どものいる世代というのが、なかなか地域の活動に出

てこない世代ですので、子どもを通じた取り組みを行いながら多くの方が事業に

参加していただけるよう、がんばりたいと思っています。 

  

（委員）  最初にモデル事業を実施した中島校区では、中島小学校の運動会を地域と一緒

に行うという、画期的な取り組みであったと思います。これも一つの方法だと思

います。私も中島校区の立ち上げにずっと参加させていただきましたが、最初に

地域の方々が、自分達の問題だということで、自分の健康は自分で守る、そして

自分達の地域をどのようにして健康的なまちにしていくのかという中で、あくま

でも行政とか専門の職種はそれを支援する立場として、つまり健康推進員が、ボ

ランティアとして中心的にネットワークの中で健康づくりの中核になっていくと

いうやり方が一番いいのかなと。従来の手法のように、例えば行政などが、こう

いうことをやりますよ、と上から下におろしてくるようなやり方は、なかなか輪

が広がらないということじゃないでしょうか。 

 

（会長）  安定化計画のなかで、本市の医療費は全国平均と比べて、ピークが１２１．６％

でしたが、１１８．３％と少しずつですが改善されているということです。１１

４％まで先は長いですが、健康づくり等の取り組みを通じて長期的に達成してい

かなくてはいけないと思います。健康づくりの取り組みについては、この委員会

でも引き続きモニターしていきたいと思っています。他になければ、議題３につ

いて、承認でよろしいでしょうか。 

 

（委員から「異議なし」） 

 

（会長） それでは承認とします。議題４の「国民健康保険料の課題について」事務局か

ら報告を受けたいと思います。 

 

（運営協議会資料に沿って説明） 

 

（会長）  この問題については、昨年度の第２回運営協議会で事務局に検討をお願いする、

ということで、前回の運営協議会で中間報告してもらいましたが、今回の報告は
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それを踏まえたものです。要は、旧ただし書き方式に変えることと、応能応益割

合を変えることによって、できるだけ公平性が高く、負担感の重い層を救済する

ということですが、メリット、デメリットがあるということです。枠組みがなか

なかわかりづらいところもありますので、制度の点などを質疑していただき、そ

の上で見直しについてどうするのか、ということを決めていきたいと思います。

遠慮なく、ご意見ご質問をお願いします。 

個人的には見直したほうが、３分の２の方が保険料が軽減されるという点と、

平成１８年度以降に税制改正の影響受けた場合に比べて、８割の方の保険料が軽

減される、ということは非常にいいことであると思います。ただ問題は、年金世

帯に対する影響が非常に大きくなってくる可能性があるわけです。直撃を受ける

という。増税された上に、保険料も上がるという世帯をどうするのか、打撃を少

なくするような工夫がないかなど、もう少し慎重にしなければいけないと思いま

す。何かご意見はないでしょうか。事務局何か考えがありますか。個人的な意見

でもよろしいですが。 

 

（事務局）個人的な意見として申し上げますが、実際に一部の世帯では大きな増額が生じ

ることは間違いなく、何らかの対応策を考えざるを得ない、と思っています。た

だ、恒久的なものは難しく、一時的なものにせざるを得ないと思っています。実

は、この保険料の大幅引き上げ、年金世帯の問題等が出るのは、市県民税額方式

のように税額に基づく所得割保険料の方式をとっていた団体だけです。全国の９

割を超える自治体は旧ただし書き方式という保険料の賦課方式をとっていますが、

そういったところでは、実はこの問題は発生しません。そういう意味では、市県

民税方式を採用した自治体の年金世帯は、今まで実はかなり優遇された保険料で

あったということが、逆に言えるのではないかと。その分は、勤労世帯の多い都

市部であれば、実態として他の勤労世帯の所得割で吸収してきたのでしょうが、

それが実態として難しくなってきて、所得割保険料の急上昇を迎えているという

局面です。一時的な処置については当然考えなければならないでしょうが、恒久

的には本来の姿に戻していくべきではないかと。それと先ほど申しました勤労世

帯の収入に占める保険料の比率と比較して、年金世帯はどうか、という話をする

と、実はまだ若干低いような数字が出る感じです。そういう意味では、長期的に

はやはりこの方向性に向けていくべきではないか、と思っています。 

 

  （会長） 今後年金世帯も増えていくでしょうし、その中で年金世帯の方々にも当然負担 

をしていただかなくてはいけないということになると思いますが、ただ、一部の 

急激な負担増を避ける取り組みが必要で、実際どれぐらいの負担になるのか、17 

年度のデータを使ってもう少しシミュレーションを重ねていただいたら、進んで 

いくと思いますが、なかなか難しい問題です。 

  

（委員） 保険料の算出というのはややこしくて、なかなかわかりにくい。今の制度上か 

らいくと、保険料が下がるということは考えられないような気がします。少子高 
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齢化の関係で、医療費が増えるのは間違いないと思います。かといって介護保険

料についても見直されて上がると思います。これらをどうすればいいのか、とい

うことについて、真剣に考えなければいけないと思います。 

そのために課題が一つ掲げられているようです。全体的に保険料を抑えるため

には繰入金をどれぐらい増やすか。これも限度があって、北九州市は多いという

ことを言われていますが、これももう少し見直す必要があるのではないかと。       

それからもう一つは、医療費がかからないように、元気で長生きする健康づく

りモデル事業というのが実施されています。健康づくりモデル事業についても、

今は各区１箇所ずつ、小倉北は２箇所、来年はまた２箇所ずつ増やすということ

です。当初の予定では、モデル地域を全地区に広げるという話だったようですが、

１７年度は、なぜか先細りで数が少し減ったようです。健康づくりモデル事業と

いうのを、ぜひ積極的に、当初の予定どおり広げていったほうがいいと思います。

地域では市民センターを中心とした健康づくりが非常に盛んです。歩こう会もそ

うです。ですから、もっともっと力を入れた方がいいのではないかという気がし

てなりません。 

 

（会長）   ありがとうございました。時間も過ぎてしまいましたが、今後も引き続きこの

課題についてはもう少し慎重な検討を続けたい、ということですので、事務局か

ら、さらに新しいデータを出してもらい、これに基づいてできるだけ打撃を減ら

す工夫を今後さらに検討していただく、ということでよろしいでしょうか。一応

今日の議題はこれで終わりましたが、その他何かありませんか。 

  

（委員） 本協議会の進め方について少し発言したいと思います。今回は、色々なデータ

を出してもらったので、前から気になっていた保険料の滞納率について、どの階

層でどれぐらいいるのかなどがわかり、非常にありがたいと思っています。本来

収納率の問題にしても、議題の２、３、４の問題にしても、問題点、課題がどこ

にあるのか、ということを洗い出して、具体化した上で取り組んでいかないと、

抽象的に数字をどう割り振るかという問題だけになってしまいます。   

先ほど出ていましたが、例えば社会的弱者と言いますか、そういう方への対応 

につきましても、例えば資格証や減免などの問題点を具体化して議論していく必

要があるのではないでしょうか。さらにデータの方でも、今回はこういう形でい

ただいたので非常にありがたいと思っていますが、今後も出せるもので結構です

ので、少しずつ具体的な数値を出していただくとありがたいと思います。これは

今後のお願いということで申し上げておきたいと思います。 

 

（会長） もう少し具体的なデータを出して欲しい、それから課題の洗い出しといいます

か、問題点を共有して、そこで議論を絞っていくという形にしていく必要がある

とご提案がありました。今後はそういった点は心がけて協議会を進めていきたい

と思いますので、事務局もよろしくお願いいたします。どうも今日は長時間あり

がとうございました。これで終わりたいと思います。          以上 
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議題１ 

平成１７年度国民健康保険料について 

１  一人当たり保険料 

区     分 平成１７年度（案） 平成１６年度 増   減 

医  療  分 ６１，９２０円 ６１，７９７円    １２３円（０．２％）増 

介  護  分 ２０，４９２円 １９，３５１円  １，１４１円（５．９％）増 

２  保険料率（年額） 

区   分 平成１７年度（案） 平成１６年度 増   減  

平 等 割 ２３，９９０円 ２３，３６０円    ６３０円（２．７％）増 

均 等 割 ３５，１３０円 ３４，２３０円    ９００円（２．６％）増 

小 計 ５９，１２０円 ５７，５９０円  １，５３０円（２．７％）増 

医 

療 

分 

所 得 割 未定／１００ ４８０／１００   

平 等 割 ５，５７０円 ５，１１０円    ４６０円（９．０％）増 

均 等 割 １０，７３０円 ９，８８０円    ８５０円（８．６％）増 

小 計 １６，３００円 １４，９９０円  １，３１０円（８．７％）増 

介 

護 

分 

所 得 割  未定／１００  ８０／１００   

３ 保険料限度額 

区     分 平成１７年度（案） 平成１６年度 増   減 

医  療  分 ５３万円 ５３万円  据え置き 

介  護  分 ８万円 ８万円  据え置き 
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議題２ 

国民健康保険高額療養資金貸付金制度の見直しについて 

【見直し案】 
   市民税非課税世帯における医療費の一時的な負担を軽減するため、高額療養資金貸付金

額の範囲を、下記のとおり拡大する。 

実施時期：平成１７年４月１日から 

現 行 貸 付 額 見直し後の貸付額 

医療機関等に支払う医療費の一部負担金（３割

分）から、７２,３００円＋（医療費が２４１,

０００円を超えた額の１％）を差引いた額 

医療機関等に支払う医療費の一部負担金（３割

分）から、３５,４００円を差引いた額 

 

議題３ 

北九州市国民健康保険 平成１７年度「安定化計画」（要旨） 
 

１ 安定化計画の基本方針 
 
本市は昭和６３年度の制度発足時から１８年連続して「高医療費市」に指定されている。 

平成１７年度においては、「北九州市国民健康保険対策会議」のリーダーシップのもと、前 

年度までの各施策の質的な向上を図る。一方で本市は、保健・福祉に係る全市的なマスター

プランとして「（仮称）健康福祉北九州総合計画」（平成１８年度～２２年度）を策定中であ

り、このうち健康づくりに関する部分については、「健康づくり検討委員会」で検討中である。

このような全庁的な取組みを実施することで、「安定化計画」の実施体制を一層強化し、医療

費適正化の推進、保険料収納率の向上に努めていきたい。 
 
２ 国民健康保険事業安定化に向けた施策 
 
(1) 医療費の適正化 
 
ア 診療報酬明細書（レセプト）点検の充実 
    嘱託点検員（医療事務経験者）に加え、新たに老人医療に係るものを専門業者へ 

委託する。また、点検結果の分析や、オンラインシステム活用などで点検の効率化 
を図る。 

イ 第三者行為求償事務の充実 
第三者行為によるものと疑われるレセプトの把握に努めるとともに、報道等も含

めた情報収集を積極的に行うことで、収納額の増加を図る。 
ウ 嘱託医による研修（医学的助言・指導）の実施 

平成１７年度も引続き、保健師及びレセプト点検員を対象に実施する。 
エ 医療費通知の実施 

保険診療を受診した全世帯に全診療月分の「医療費通知」を送付（年６回）し、
高医療費への理解を求めるとともに、健康づくりの意識向上を図る。 
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(2) 医療費分析 
本市では、従来各担当部署で保有していた健診や国民健康保険の医療費、介護保険に関

するデータの一元化を図り、地域ごとの市民の健康状態を分析する「地域健康づくりデー
タベース」を構築している。これを活用することで、保健師の訪問指導や地域をあげての
健康づくりをより効果的なものにする。 

 
(3) 市民の健康づくりの推進 
   「自分の健康は自分で守り、育てる」という理念のもと、市民センターを拠点とした住

民主体の健康づくり事業に取り組む。 
また、あわせて健康づくり推進員を中核とした「健康になろう隊」を結成し、これを起

爆剤として『百万市民健康づくり運動』を展開し、市民の自発的な健康づくりを推進する。 
 

(4) 保健予防 
 
ア 基本健診等の一部負担金補助 

保健担当部署と協力して４０歳から６５歳までの国保被保険者全員に基本健診の
「無料受診券」を送付し、被保険者の疾病予防・重症化防止に努める。また、平成
14 年度から５年間、節目の年齢にあたる市民を対象に実施されるＣ型肝炎抗体検査
の「無料受診券」を送付する。 

 
イ 保健師による国保被保険者への訪問保健指導 

嘱託保健師３名（平成１６年度より１名増員）が被保険者宅へ訪問し、生活習慣
の改善、適切な受診方法、かかりつけ医の推奨などの保健指導・健康教育を実施す
る。 
 

(5) 広報活動 
平成１７年度も国保加入全世帯に「国保のてびき」を送付して、医療費の現状、適切

な病院のかかり方および医療費適正化等への理解と協力等を呼びかける。また、例えば
“糖尿病予防”や“転倒予防体操”のチラシを配布するなどして、被保険者の健康づく
りの意識向上を図る。 
 

(6) 保険料収納の確保 
従来からの施策である休日夜間の臨戸徴収、夜間電話催告、滞納分納付書の一斉送付、

口座振替の勧奨等の保険料収納対策を引続き実施し、収納の確保を図る。また、特別な
事情がなく長期に渡り保険料を滞納している世帯に対しては、滞納処分等を強化するこ
ととしている。 

 
３ 安定化計画の実施体制 
 
昭和５８年８月から助役を本部長とした「北九州市国民健康保険対策会議」を設置し、国

民健康保険の重要事項の協議を行ってきた。平成４年９月には、「対策会議」の組織の拡充（総
務市民局、病院局、教育委員会の参加）を行い、「安定化計画」の策定・実施において関係部
局の協力・連携の強化を図ってきた。また、各区参事及び関係部長で構成される「対策幹事
会」を設置することにより、きめ細かな対策を実施できるようになった。 
平成１７年度もこの対策会議を中心に、「健康づくり検討委員会」等と連携を図りながら、

「安定化計画」を強力に推進していく。 
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議題４ 

Ⅰ保険料と国保財政の課題（概要） 

 

１ 国保保険料の課題 

(1) 保険料収納率の低下 

国保保険料収納率は、他都市に比べ、依然高水準にあるものの年々低下。 

９４．８６％(平成１２年度) → ９３．４４％(平成１５年度) 

その原因は、 

ア 国保加入世帯に占める低所得世帯の増加に伴う、所得割料率の増加 

※中間所得の一人世帯の滞納発生に顕著 

イ 低所得化の進展に伴う応益割（特に均等割）の重負担化 

※低所得の多人数世帯の滞納発生に顕著 

 

(2) 税制改正の影響 

現在、行われている税制の見直しにより、所得割保険料の基礎に用いる市県民税額が

変動しており、それに伴い、所得割保険料へ影響が生じる見込みである。 

特に、平成１８年度からは、「老年者控除の廃止」や「公的年金等控除の縮小」の影響

が、年金受給世帯の保険料に及ぶことが予測される。 

 

２ 国保財政の課題 

(1) 高額な医療費、医療費の増大 

高水準にある医療費が、再び増加の傾向にあり、国保財政を圧迫している。 

○ 一人当たり医療費 ４８６,１４６円（平成１５年度） ※政令市１位 

○ 国保総医療費  １,７４２億円(平成14年度)→１,８６３億円（平成16年度見込） 

 

(2) 国保特会の収支悪化 

医療費の増大、保険料収納率の低下及び国財政の影響により、赤字が継続している。 

○ 繰越金 ７．９億円（平成１３年度） → ３．６億円（平成１５年度） 

 

(3) 一般会計繰入金の増加 

国保被保険者の増加や医療費の増加に伴い、一般会計繰入金が急増している。 

○ 一般会計繰入金  １３４億円（平成１３年度）→ １５３億円（平成１５年度） 

○ 一人当たり繰入金 ４１，２７７円（平成１６年度予算、職員費を除く） 

※政令市第２位 

 

(4) 国民健康保険の再編 

国においては、医療保険制度の見直し一環として、国民健康保険の県一本化を検討し

ている。県一本化の詳細は不明であるが、県内保険料の一本化等の可能性もある。 
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Ⅱ 保険料賦課方式の見直し 

 

◎ 国保保険料の課題解決に向けて、保険料賦課方式の見直しを検討する。 

（見直しの視点）●所得割保険料賦課方式の見直し 

●応能応益割合の見直し 

◎ 見直しに当たっては、平成１６年２月の国保加入世帯の状況をもとにシミュレーシ

ョンを行う。 

 

１　財源の仕組み

国民健康保険の財源の仕組み

医　　療　　費

一部負担金 国民健康保険が負担する医療

（原　則） 国庫支出金
５０％

保　険　料
５０％

国庫支出金
51．9％

保　険　料
27.1％

繰入金等
21.0％

（北九州市）

〔変 　更 (案 ）〕

〔現 　行 〕

4 2 % 1 6 %

4 7 % 3 0 % 2 3 %

応能割 (所得割 ）

応益割

均等割
（人数割 ）

平等割
(世帯割 ）

（所得から基礎控除分のみを除いた額を基に保険料を算出する方式）

応能割 (所得割 ）

応益割

均等割
（人数割 ）

平等割
(世帯割 ）

4 2 %

（市県民税額を基に保険料を算出する方法）市県民税額方式

旧ただし書き方式
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２ 変更案の検討 

(1) 利点 

ア 所得割負担世帯の増加 

※市県民税方式から旧ただし書き方式への変更により、所得割負担世帯が大幅に増加 

現行           変更         差引 

８０，８６６世帯    １２３,１７５世帯   ４２,３０９世帯 

（全世帯の 39.5％ ）  （全世帯の 60.2％） 

 

イ 法定減免対象世帯の増加 

※応能応益割合の見直しにより、国等から助成が得られる法定軽減の対象が増加 

現   行 変 更 後 差  引 

６割減免 ８１,４８１世帯 ７割減免 ８１,４８１世帯  

４割減免  ８,５４８世帯 ５割減免 ８,５４８世帯  

 ２割減免 ２１,６８５世帯  

計 ９０,０２９世帯 計 １１１,７１４世帯 ２１,６８５世帯 

 

ウ 公平性の増加 

※市県民税額方式では、老年者控除等により、給与等の他の収入の世帯より低額となっ

ていた年金世帯保険料が、見直しにより他の収入の世帯と同程度の保険料負担となるこ

とにより、加入世帯間の保険料負担の均等性、公平性が増加する。 

 

エ 保険料減額世帯が全世帯の２／３ 

※所得割負担層の増加、応益割の引き下げ等により、加入世帯の２／３で現在より低額

な保険料を設定することが可能となる。 

     増額世帯 ６８，５６９世帯（33.5％）  減額世帯 １３３，０８１世帯（66.5％） 

 

(2) 懸念点 

ア 低中所得層の多くの世帯の保険料が増加 

※所得３３万～１００万円以下の世帯の半数、１００万～２５０万円以下世帯の３／４

の保険料が増額 

イ 保険料増額世帯の半数が年間５万円以上の増額 

※保険料が増額となる世帯の６８,５６９世帯のうち、３万円以上増額となる世帯は、 

４６,３５３世帯（増額世帯の６７.６％、全体の２２．６％）で、３２，３２２世帯（増

額世帯の４７．１％、全体の１５．８％）が５万円以上の増額となる 

 

 

 

 

 



 
15

Ⅲ 税制改正の影響 

 

１ 税制改正の内容 

（１）大きな影響が予想される税制改正 

ア 老年者控除の廃止（Ｈ１８～） 

本人が 65 歳以上で前年の合計所得金額 1,000 万円以下の人への控除（48 万円）を廃止 

イ 年金所得控除額の縮小（Ｈ１８～） 

65 歳以上の公的年金控除が、「140 万円＋α」から｢120 万円＋α｣に縮小 

(2) その他の税制改正 

「配偶者特別控除の見直し(実施済み)「定率税控除の廃止」「住民税率の一本化」(検討中） 

 

２ 税制改正の影響 

老年者控除の廃止等により、年金世帯の市県民税賦課額が増加し、市県民税総額も増加。

それに伴い、現行方式による所得割保険料率は若干の低下が見込まれるものの、新たに市

県民税が賦課される世帯や市県民税額が大幅に増加する世帯等においては、保険料は増加

する見込みである。 

現行方式のまま税制改正の影響を受けた場合の保険料と、賦課方式を見直した場合の保

険料を比較すると､８割以上の世帯で賦課方式見直し後の保険料が低額となる試算結果が

得られることから､「賦課方式の見直し」により､税制改正の影響を緩和できる可能性があ

る。※増額世帯 ２７，９９５世帯（13.7％） 減額世帯 １７６，６５５世帯（86.3％） 

 

 

Ⅳ 「保険料賦課方式の見直し」の中間総括 

 

変更に伴う利点、懸念点及び税制改正の影響を整理すると次のとおりである。 

(1) 給与所得世帯に比べて、現在、税控除により低額となっている年金所得世帯の保険料が、

給与所得世帯と同程度になることにより、負担が均等化し、より公平な保険料となる。 

(2) 今後行われる税制改正の影響を受けにくい安定した保険料制度を構築することができる。 

(3) 加入世帯の２／３の保険料引き下げが見込めるが、所得３３万円～２５０万円の世帯の

多くで保険料の引き上げが生じる。 

(4) 税制改正の影響を考慮すると、現行方式のまま放置した場合、老年者控除の廃止等によ

り、年金世帯を中心に大幅な保険料引き上げとなる見込みであるが、賦課方式の見直しに

より、８割以上の世帯の保険料引上げ額を抑制できる可能性がある。 

 

以上のことから、「保険料賦課方式の変更」による一定のメリットが認められるが、保険

料の増額等、一部の世帯に大きな影響も認められる。これまでの検討は、平成１６年２月

時点での国保加入世帯の状況をもとに行われてきたものであるが、保険料増加世帯の詳細

な状況等、影響の評価について、最新の資料をもとに、引き続き検討を行うこととしたい。 
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Ⅴ 今後の検討課題 

 

※引き続き「保険料賦課方式の見直し」の検討を進めるとともに、以下の事項についても

検討を行う。 

１ 保険料収納対策 

賦課方式を変更した場合、２／３の世帯においては保険料が低額となる一方で、１／３の

世帯においては保険料が増額となる。 

国保財政の安定化のためには、賦課した保険料を確実に収納に結び付け、収納率の一層の

向上を図らなければならない。 

そのためには、保険料が低額となった世帯から確実に保険料を徴収するとともに、増額と

なった世帯においては、新たな滞納の発生を防ぐ対策を検討する必要がある。 

 

○ 検討すべき対策  保険料徴収体制強化のための組織のあり方 

               制度改正に伴う保険料大幅増加世帯への対策 等 

 

２ 「国保財政の課題」への対策 

(1) 「高額な医療費、医療費の増大」 

高い水準にある本市の医療費は、依然増加傾向を示しており、医療費の適正化を進めるた

め、従来からのレセプト点検や個別保健指導を強化する。 

また、医療費の適正化の観点からも、被保険者の健康づくりは根源的な対策であり、市が

進める「地域における健康づくり」を保険者としても協力して推進していく。 

 

○ 検討すべき対策  医療費の適正化に資する健康づくり施策の推進 

 

(2) 「国保特会の収支悪化」「一般会計繰入金の増加」 

本市国保においては、多額の一般会計からの繰入を行い、平均保険料を低い水準に保って

いる。 

しかし、市の財政は、一部に好転の兆しはあるが、三位一体改革による税源委譲等、依然

不透明な部分が多い中、国保をはじめ介護等、他の行政分野においても多額の必要経費の増

加が見込まれており、国保運営経費の合理化・削減に努めるほか、保険料を含む国保特会の

財源のあり方について検討を行う必要がある。 

 

○ 検討すべき対策   収支改善に向けた適正な財源のあり方 

                関連経費の削減のための内部事務の合理化 等 


